
防
災
行
政
無
線
は
放
送
後
24
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
防
災
行
政
無
線
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス（
☎
₆8
・
７
３
１
３
）※
通
話
料
は
利
用
者
負
担

この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。 この広告は、広告主の責任において市が掲載しているものです。広告の内容について市が推奨などをするものではありません。

防災安全課　地域安全係 ☎・内線 126₅
　　　　　　消防防災係 ☎・内線 1261

信
号
機
に
、
歩
道
を
走
行
し
て
い
る
と
き

は
歩
道
の
信
号
機
に
従
い
ま
す
。

■
車
道
は
左
側
︑
歩
道
は
車
道
側
を

　
車
道
を
走
行
す
る
と
き
は
、
自
動
車
と

同
様
に
左
側
通
行
で
す
。
歩
道
を
走
行
す

る
と
き
は
、
車
道
側
を
通
行
し
ま
す
。

■
道
路
標
識
・
表
示
に
従
う

　

自
転
車
も
走
行
中
は
自
動
車
と
同
様

に
、
道
路
標
識
・
表
示
に
従
い
ま
す
。

■
自
転
車
の
主
な
道
路
交
通
法
違
反

▼
飲
酒
運
転

▼
ス
マ
ホ
操
作
な
ど
の「
な
が
ら
運
転
」

▼
夜
間
の
無
灯
火
走
行

▼
傘
差
し
運
転（
視
界
を
遮
る
運
転
）

▼
13
才
未
満
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
未
着
用

▼
２
人
乗
り
運
転（
16
才
以
上
の
運
転
者

と
幼
児
用
座
席
に
６
才
未
満
の
幼
児
を
乗

せ
る
場
合
は
認
め
ら
れ
ま
す
。）

■
自
転
車
で
事
故
を
起
こ
し
た
ら

　
自
分
の
不
注
意
で
事
故
を
起
こ
し
て
相

手
を
死
傷
さ
せ
た
場
合
、
罰
則
が
科
せ
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
被
害
者
に
損
害
賠
償
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
過
去
に

は
、
歩
行
者
を
は
ね
て
重
傷
を
負
わ
せ
た

加
害
者
側
に
約
９
５
０
０
万
円
の
賠
償
を

命
じ
た
判
決
が
あ
り
ま
し
た
。

　
自
転
車
事
故
で
相
手
に
け
が
を
さ
せ
た

と
き
の
損
害
を
補
償
す
る
保
険
が
あ
り
ま

す
。
万
一
の
た
め
に
自
転
車
保
険
に
加
入

し
ま
し
ょ
う
。
保
険
の
詳
細
は
、
自
転
車

販
売
店
ま
た
は
損
害
保
険
会
社
ま
で
。

　
道
路
交
通
法
の
改
正
に
よ
り
、
昨
年
12

月
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
使
用
し

な
が
ら
車
を
運
転
す
る「
な
が
ら
運
転
」の

罰
則
が
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
県
内
で
は
平
成
30
年
に
、
な
が
ら
運
転

で
43
件（
携
帯
電
話
使
用
22
件
、
カ
ー
ナ

ビ
使
用
21
件
）の
事
故
が
発
生
し
て
い
ま

す
。
過
去
に
は
、
カ
ー
ナ
ビ
使
用
中
の
死

亡
事
故
も
あ
り
ま
し
た
。

　
な
が
ら
運
転
は
、
悲
惨
な
事
故
に
つ
な

が
る
危
険
な
運
転
で
す
。
安
全
な
場
所
に

停
車
し
て
か
ら
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
自
転
車
は
気
軽
で
便
利
な
乗
り
物
で
す

が
、
意
外
と
守
ら
れ
て
い
な
い
の
が
交
通

ル
ー
ル
で
す
。
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
は

道
路
交
通
法
で
決
め
ら
れ
て
い
て
、
違
反

し
た
場
合
は
罰
金
や
罰
則
が
あ
り
ま
す
。

　
日
頃
か
ら
ル
ー
ル
を
守
り
、
安
全
運
転

を
心
掛
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

■
自
転
車
の
基
本
的
な
交
通
ル
ー
ル

　
自
転
車
は
基
本
的
に
車
道
を
走
行
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
路
標
識
な
ど
で

指
定
さ
れ
た
場
合
、
車
道
や
交
通
の
状
況

か
ら
や
む
を
得
な
い
場
合
な
ど
に
歩
道
を

走
行
で
き
ま
す
。

■
車
道
走
行
中
は
車
道
の
信
号
機
に
従
う

　
車
道
を
走
行
し
て
い
る
と
き
は
車
道
の

自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル

確
認
し
て
安
全
運
転
を

交通

法改正前 法改正後
罰
則
３月以下の懲役また
は５万円以下の罰金

1年以下の懲役また
は3０万円以下の罰金

反
則
金
普通車の場合
9︐０００ 円

適用なし（非反則行為
となり罰則が適用）

点
数 ２点 ６点（免許停止）

一
瞬
の
油
断
が
事
故
の
元

「
な
が
ら
運
転
」
厳
罰
化

交通

※スマートフォンや携帯電話は、持って通話した
り、画面を注視したりするだけで違反になります。

ながら運転で交通の危険を生じさせた場合の罰則
などの比較（抜粋）
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